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[ 公務員向け ] 子育て世帯への臨時特別給付金の申請について

　子育て世帯への臨時特別給付金について、公務員の方は所属庁（勤務先）から申請書が配布され、お住ま
いの市町村に提出することとなっています。
　申請期限は１０月３０日までとなっておりますので、まだ提出されていない方は、お早めに提出をお願いし
ます。
※８月３１日までに申請された方については、９月３０日にお振込みしています。

　問合せ　子育て・健康推進課　子育て推進グループ　　☎２１－２１２２        

国民年金からのお知らせ

●新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
　新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例として、国民
年金保険料の特例免除申請受付手続きを行っております。

〇対象となる方
　以下のいずれにも該当する方が対象になります。
　① 令和２年２月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により、業務の喪失や売り上げの減少等で収入
　　が減少したこと
　② 令和２年２月以降の所得の状況からみて、当年中の所得見込額（※１）が、国民年金保険料免除基準
　　相当（※２）（※３）になることが見込まれる方

　※１　令和２年２月以降の任意の月（最も収入が低い月など）における所得額を 12 か月分に換算し、見込
　　　みの経費を控除して算出。
　※２　当年中の所得見込額が全額免除基準相当や一部免除基準相当に該当する場合に、それぞれの基準に該
　　　当する免除が適用となります。
　※３　免除等の判定において、世帯主及び配偶者（納付猶予は配偶者のみ）も審査の対象となります。また、
　　　申請者本人のほか、世帯主や配偶者が①および②に該当するときにも申請が可能となります。

〇対象期間
　　令和２年７月分から令和３年６月分まで（※令和２年２月から６月分は、別途申請が必要です。）

〇必要種類
　　届出書各種様式は役場のほか、日本年金機構ホームページ
　　https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.htmlからダウンロードすることもできます。

　申込み・問合せ　小樽年金事務所国民年金課　　☎０１３４－２３－４２３６
　　　　　　　　　福祉課福祉グループ　　　　　☎２１－２１２０        

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた障害基礎年金、 障害厚生年金に係る
障害状態確認届 （診断書） の提出期限の延長について

　新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、治療の観点からは急を要さない障害状態確認届（診断書）の
取得等のみを目的とした受診を回避するため、障害状態確認届（診断書）の提出期限が延長されています。

〇対象となる方
　障害状態確認届（診断書）の提出期限が令和２年２月末日から令和３年２月末日までの間にある受給権者

〇延長後の提出期限
　現在の提出期限の１年後

〇対象受給者に対しての周知方法等
　年金機構では、障害状態確認届（診断書）の提出期限が令和２年７月末日から令和３年２月末日までにある
受給権者等に対して提出期限前の障害状態確認届（診断書）の送付は行わず、障害状態確認届（診断書）の提
出が延長されたことに関する案内を個別で送付しています。
　問合せ　小樽年金事務所お客様相談室　☎０１３４－６５－５００３


